
実施方針の新旧対照表

頁 章 節 項 目 その他 旧 新

目次ⅰ 2 (5) ･････16 ･････18

目次ⅰ 2 (6) ･････18 ･････19

目次ⅰ 2 (7) ･････18 ･････19

目次ⅰ 2 (8) ･････20 ･････21

目次ⅰ 3 ･････20 ･････21

目次ⅰ 3 (1) ･････20 ･････21

目次ⅰ 3 (2) ･････21 ･････22

目次ⅰ 3 (3) ･････21 ･････22

目次ⅰ 3 (4) ･････21 ･････22

目次ⅰ 3 (5) ･････21 ･････22

目次ⅰ 4 ･････22 ･････23

目次ⅰ 4 (1) ･････22 ･････23

目次ⅰ 4 (2) ･････22 ･････24

目次ⅰ 5 ･････23 ･････24

目次ⅰ 6 ･････23 ･････24

目次ⅰ 6 (1) ･････23 ･････24

目次ⅰ 6 (2) ･････23 ･････24

目次ⅰ 7 ･････24 ･････25

目次ⅰ 7 (1) ･････24 ･････25

目次ⅰ 7 (2) ･････24 ･････25

目次ⅱ 7 (3) ･････24 ･････25

目次ⅱ 8 ･････25 ･････26

目次ⅱ 8 (1) ･････25 ･････26

目次ⅱ 8 (2) ･････25 ･････26

目次ⅱ 8 (3) ･････25 ･････26
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実施方針の新旧対照表

頁 章 節 項 目 その他 旧 新

目次ⅱ 8 (4) ･････25 ･････26

目次ⅱ 8 (5) ･････26 ･････27

目次ⅱ 8 (6) ･････26 ･････27

1 1 (1) ウ 千葉県水道局長　山本　修平 千葉県水道局長　重田　雅行

2 1 (1) オ
（追加） （ソ） エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和

５４年６月２２日法律第４９号）

2 1 (1) オ （追加） （タ） その他本業務に関連する法令

3 1 (1) カ (イ) （追加） a 排水処理施設全体の維持管理業務

3 1 (1) カ (イ) （追加） ｂ 排水処理施設全体の運営業務（排水処理業務）

3 1 (1) カ (ウ) （追加） a 脱水ケーキの搬出業務

3 1 (1) カ (ウ) （追加） ｂ 脱水ケーキ再生利用業務

3 1 (1) カ (ウ)

（追加） ｃ 脱水ケーキ管理業務（「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」（昭和４５年１２月２５日法律第１３７号）に基
づく保管業務）

3 1 (1) カ (エ) ・・・運営業務に係る要件」（p9～p11） ・・・運営業務に係る要件」（p9～p13）

3 1 (1) カ (エ) ・・・業務遂行上の留意点」（p12～p13） ・・・業務遂行上の留意点」（p14～p15）

3 1 (1) キ (ア) a-1
脱水機のうち少なくとも1台の新設又は更新、受電設
備の整備、・・・

（下線部削除）受電設備の整備、・・・

3 1 (1) キ (ア) a-1
（「・・・～平成23年３月末」の下の行に追加） なお、平成22年４月から12月までは既設脱水機を2台

運転可能な状態とすること。

3 1 (1) キ (ア) a-2 ・・・～平成25年３月末 ・・・～平成26年３月末

7 2 (2)
(選定の手順及びスケジュールの表 平成21年分） (選定の手順及びスケジュールの表 平成21年分 各々

修正）

12 2 (4) ア (イ)

（「・・・変更は認めないこととする。」の下の行に追加） なお、構成員とは、事業開始後に事業者から業務を受
託し又は請け負うことを予定している者で、事業者に
出資する者を指す。

12 2 (4) ア (エ) ・・・事業者から直接業務を・・・ ・・・事業者から直接間接を問わず業務を・・・
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実施方針の新旧対照表

頁 章 節 項 目 その他 旧 新

12 2 (4) ア (エ)
・・・「協力会社」という。）は、提案書等の提出時におい
て協力会社として・・・

・・・「協力企業」という。）は、提案書等の提出時におい
て協力企業として・・・

13 2 (4) イ (イ) 参加表明時から提案書提出時までの間に、・・・ 入札公告の日から落札者決定の日までの間に、・・・

13 2 (4) ウ ・・・協力会社であるかは問わない。 ・・・協力企業であるかは問わない。

13 2 (4) ウ ・・・次の（ア）から（エ）の区分に応じ、・・・ ・・・次の（ア）から（カ）の区分に応じ、・・・

14 2 (4) ウ (ア) b
技術士（機械部門の資格を有する者で、・・・ 技術士（設計内容に対応した部門又は、上下水道部

門の資格を有する者で・・・

14 2 (4) ウ (ア) c 設計内容が建築基準法・・・ 建築工事を伴う場合に、設計内容が建築基準法・・・

14 2 (4) ウ (ア) c

（「・・・登録を行なっている者」の下の行に追加） 設計を担当する者が複数である場合は、全体で上記
ａ・ｂ・cの全ての要件を満たしていること。なお、この場
合には設計業務全体を取りまとめる責任者を明記する
こと。

14 2 (4) ウ (イ) b
技術士（機械部門の資格を有する者で、・・・ 技術士（各種工事のうちいずれかの部門又は、上下水

道部門の資格を有する者で、・・・

14 2 (4) ウ (イ) e

監理技術者資格者証を有する者を設備等更新業務の
期間を通じ専任で配置できる者。

各種工事のうちいずれかに関連する監理技術者資格
者証を有する者又は各種工事のうちいずれかに関連
する一級工事施工監理技師を設備等更新業務の期間
を通じ専任で一名配置し、工事監理業務全体を取りま
とめる責任者となれる者。

14 2 (4) ウ (イ) f 設計内容が建築基準法・・・ 建築工事を伴う場合に、設計内容が建築基準法・・・

14 2 (4) ウ (イ) f

（「・・・登録を行なっている者」の下の行に追加） 工事監理を担当する者が複数である場合には工事監
理業務全体を取りまとめる責任者（上記ｅ相当の職務
を行う者）を明記すること。

14 2 (4) ウ (ウ) b 資格者名簿における電気工事の格付が・・・ 資格者名簿における電気の格付が・・・

14 2 (4) ウ (ウ) e ・・・ISO9000の認証を・・・ ・・・ISO9001の認証を・・・

15 2 (4) ウ (エ) b 資格者名簿における機械器具設置工事の格付が・・・ 資格者名簿における機械器具の格付が・・・

15 2 (4) ウ (エ) c
・・・監理技術者資格者証を有する者を専任で配置でき
る者。

・・・監理技術者資格者証を有し、国土交通大臣の登
録を受けた講習を受講した技術者を配置できる者。
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実施方針の新旧対照表

頁 章 節 項 目 その他 旧 新

15 2 (4) ウ (エ)

（「※　機械工事を担当する者が複数である場合は、そ
のうちの１者がすべての要件を満たせばよいものとす
る。」の下の行に追加）

（オ）土木工事を担当する者
a　資格者名簿に登載されている者のうち、土木一式
工事について建設業法に定める特定建設業の許可を
受けている者。
ｂ　資格者名簿における土木一式の格付がＡ等級であ
る者。
ｃ　一級土木施工管理技師又はこれと同等以上の資
格（建設業法第15条第２号イに該当する資格）を有す
る者で、監理技術者資格者証を有し、国土交通大臣

の登録を受けた講習を受講した者を専任で配置できる
者。
ｄ　過去10年間に、本工事と同種工事（国、地方公共
団体または建設業法施工令第27条の２で規定する法
人等の発注するコンクリート構造物の築造工事及び口
径350mm以上の配管の布設工事）を元請けとして施工
した実績がある者。
ｅ　ＪＡＢ又はＪＡＢと相互に認証している認定機関が行
うＩＳＯ9001の認証を取得している者。
※　土木工事を担当する者が複数である場合は、その
うちの１者がすべての要件を満たせばよいものとす
る。
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実施方針の新旧対照表

頁 章 節 項 目 その他 旧 新
カ）建築工事を担当する者
a　資格者名簿に登載されている者のうち、建築一式
工事について建設業法に定める特定建設業の許可を
受けている者。
ｂ　資格者名簿における建築一式の格付がＡ等級であ
る者。
ｃ　建設一式工事において、建設業法第26条の規定に
よる監理技術者でｄに掲げる工事の監理実績がある
者を専任で配置できる者。
ｄ　過去10年間に、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コン
クリート造又は鉄骨造で、１棟延べ面積1,000㎡以上の
建築物の改修又は新築・増築に係る建築一式工事を
元請で施工した実績がある者。
ｅ　ＪＡＢ又はＪＡＢと相互に認証している認定機関が行
うＩＳＯ9001の認証を取得している者。
※　建築工事を担当する者が複数である場合は、その
うちの１者がすべての要件を満たせばよいものとす
る。

15 2 (4) ウ ウ． 排水処理業務に係る要件 エ． 排水処理業務に係る要件

15 2 (4) ウ ・・・協力会社であるかは問わない。 ・・・協力企業であるかは問わない。

16 2 (4) ウ (ア) a
千葉県物品等入札参加業者適格者名簿（委託）に登
載されている者のうち、Ａの・・・

物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加
者の資格等に基づき、委託においてＡの・・・

16 2 (4) ウ (イ) a
千葉県物品等入札参加業者適格者名簿（委託）に登
載されている者のうち、Ａの・・・

物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加
者の資格等に基づき、委託においてＡの・・・

16 2 (4) エ
エ．排水処理施設全体の維持管理・運営業務に係る
要件

オ．排水処理施設全体の維持管理・運営業務に係る
要件

16 2 (4) エ ・・・協力会社であるかは問わない。 ・・・協力企業であるかは問わない。

16 2 (4) エ a
千葉県物品等入札参加業者適格者名簿（委託）に登
載されている者のうち、Ａの・・・

物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加
者の資格等に基づき、委託においてＡの・・・

16 2 (4) エ 協力会社とは、グループ代表者あるいは・・・ 協力企業とは、グループ代表企業あるいは・・・

16 2 (4) オ オ．参加資格要件確認基準日 カ．参加資格要件確認基準日
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実施方針の新旧対照表

頁 章 節 項 目 その他 旧 新

16 2 (4) オ

・・・提案書の開札とする。なお、開札は提案書提出締
め切り後、速やかに行うことを予定している。

提案書の入札公告日とする。なお、開札は提案書提
出締め切り後、速やかに行うことを予定している。な
お、落札者決定までに参加資格要件を欠く事態が生じ
た場合には失格となる。

19

いずれかの項目で要求を満たしていない場合は失格。
全ての項目を満たした場合は基礎点を付与。

いずれかの項目で要求を満たしていない場合は失格。
（下線部削除）

20 2 (8) ・・・応募グループの代表者の出資比率は、・・・ ・・・応募グループの代表企業の出資比率は、・・・

【提案審査の流れ】の図
　　　　　　　　中央・右の項目
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